
｢学寮問題に関する意見調査」中間集計

第３常置委'員会

（集計上の注意）

１．集計対象昭和４５年６月２４日までに回答のあった分

2．回答大学数２２校

3．学部別の回答はそのまま実数として集計した。

４同一設問に２つの回答がある場合は．別口に集計した。

Ｉ学寮の設置目的について

（１）－２

（２）－５

（３）－１７

（４）－0

Ⅱ学寮の存続について

（１）－１

（２）－５

（３）－１５

（４）現実の問題として廃止できない。－１

厚生施設として存続させる。－２

大学の特性による独自の寮を建てる。－１

Ⅲ学寮の設置機関について

（１）－１３

１－



(2)－４

(3)－Ｏ

(4)_１

(5)学生生活協同組合－１

Ⅳ学寮の教育的機能の代替について

（１）－１０

（２）－１２

（３）゜(AＪ－８

個－１

｡－１

，－９

⑲－０

Ｖ学寮の改善について

、管理運営の基本的態度について

（１）－１４

（２）－８

（３）いまさら改善することは不可

（ﾛ）寮生の入退寮選考について

（１）－１

（２）－２１

（３）－２

（４）－Ｏ

Ｎ経費負担区分について

（１）－Ｏ

（２）－４

いまさら改善することは不可能である。

寮生の入退寮選考について

－１

－２－



（３）－１４

（４）各大学の実情に応じ．弾力的に連用できるように通達を改廃する。

－１

この通達は不明確な点があるので撤廃し、負担区分は大学の自主性

にまかせる。－１

寮生の負担軽減の方向で通達を改正し、国立大学として新しい統一

的基準を作る。－２

月炊事人の公務員化について

（１）－１

（２）－１

（３）－２１

（４）－Ｏ

鯛寄宿舎経費の徴収について

（１）－９

（２）－１３

（３）全寮制採用の大学では寄宿料は全額免除すべし。－１

円いわゆるＯ管規程の取扱いについて

（１）－９

（２）－７

（３）弾力的に扱い拘束力を持たないものにする。－１

事実上の拘束力を持つように連用されていることはやめるべきであ

る。－１

事実上の拘束力を持つと考えられるので改善の婆がある。－１

拘束力を持つとは考えられないが、教育的にマイナスの効果があり．

大学の学寮規則作成にも好ましくない影響を及ぼすので廃止した方が

２よい。

－３－



(ﾄ）寮生に対する助言指導について

（１）－６

（２）－９

（A）－４

⑧－３

～（｡_６；:…

⑪学寮の行事に教職員が積極的に参加する。－１

（３）助言指導の効果は期待しがたい。＿１

助言指導を強化することは好ましくない。＿１

助言指導は最少限度にとどめる。－２

必要に応じて学寮委員等が助言すればよい。－１

制度n勺に助言指導を強化する必要はない。－１

寮生からの相談に対しては親身に助言指導にあたる。

㈱入寮資格・在寮期間等について

（１）－１

（２）－０

（３）－２１

（A）－９

，－２

０－１，

（DＩ－０

個－７

Ｆ）－２

（３）－0

曲－０

（４）留年の場合は再審査する。＿１

大学院生専用の寮を作る必要がある。＿１

－１

－４－


